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参考事例資料3
2) 敷地内の緑の誘導事例

①緑化基準設定の手法

緑はわが国の景観において欠かせない要素である。また景観のみならず、環境の維持・改善、生態系にお

いてもさまざまな機能を有しているが、都市では緑が減少することでこれらの機能に明らかな劣化がみられ、

改善が大きな課題となっている。

沖縄県では、沖縄振興計画をはじめ、都市・環境に関する各種計画において、緑の保全整備をすすめるこ

ととしているが、宅地の緑に関しては「緑化を推進する」（『沖縄県総合緑化基本計画』）といった文言にと

どまり、具体的な目標値は明確になっていない。

< 参考＞　「沖縄県景観形成条例」（平成６年）における「大規模行為景観形成基準」の緑化規定

１　敷地内においては、緑化に努めること。なお、植栽に当たっては、周辺の樹木と調和のとれた

樹種を選定し、樹木の配置や樹種の構成を工夫する等周辺景観との調和に配慮すること。

２　敷地の境界を囲う場合は、周辺植生との調和に配慮した生け垣や樹木とするように努めること。

以下、個別の敷地の緑量を確保することを目指した敷地緑化基準の事例を検討する。

緑化基準は、法に基づくものとしては、都市計画法による地区計画、景観法による景観計画、都市緑地法

による緑地協定などにより定めることができる。また自治体の条例によるものとして、開発行為や大規模行

為の許可基準において定めることが可能であり、そのほか任意の協定などがある。

さらに、平成 16 年に改正された都市緑地法により、市街地において敷地に対して一定割合以上の緑化を

義務づける制度ができ、一部市町村で施行がはじまっている。

なお、景観計画において大規模行為における敷地の緑化率を数値で定めた都道府県の例としては、奈良県

および鳥取県がある。

事例① -1　【横浜市　地区計画と条例を組み合わせた緑化制度】

＜特色＞ ・地区計画で緑化を定め、詳細な内容は都市緑地法に基づき条例化して連動した運用を図る。

建築確認申請の際に緑化施設適合証明が必要となるため、実効性が高い。

　

出典：横浜市ホームページ
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事例① -2　【名古屋市　都市緑地法による緑化地域制度】

＜特色＞ ・用途地域に対しては都市緑地法による規制、市街化

調整区域に対しては独自条例による規制を設け、市

全域を対象とする。

●対象

300㎡以上の敷地

（建ぺい率が 60％を超える地域は 500㎡以上）

（市街化調整区域においては 1000㎡以上）

●基準内容

右表のとおり。

事例① -3　【東京都　条例による緑化制度】

＜特色＞ ・『東京における自然の保護と回復による条例』により、1000㎡以上の敷地（公共施設は 250㎡）

に対し、緑化基準を設け、届出を義務づけている。また基準を解説した「緑化計画の手引き」

を作成している。

　●基準内容

一般 総合設計等

地上部の緑化 次のいずれか小さいほうの面積以上

A)（敷地面積－建築面積）× 0.2
B)　{ 敷地面積－ ( 敷地面積×建蔽率× 0.8)}
× 0.2

（敷地面積－建築面積）×
0.3

建築物上の緑化 屋上面積× 0.2 屋上面積× 0.3

接道部の緑化 建物用途と敷地規模に応じた緑化率の基準を定める。
最小（3000㎡未満の店舗等）30％～
最大（30000㎡以上の住宅、宿泊施設、学校など）80％

事例① -4　【鳥取県　景観計画による緑化基準】

＜特色＞ ・景観計画区域に対し「敷地面積（建築物の建築面積、工作物の築造面積を除く）の 3％以

上を緑化すること」とし、重点区域ではこれに加えて「幹線道路と接する部分は植栽を配

置すること」「既存の樹木は残すこと」などを挙げている。

・届出対象は、景観計画区域で敷地面積 1000㎡以上または建物高さ 13m 以上（商業地域で

は緩和、重点区域ではほぼ全ての建築物）

事例① -5【浦添市　景観計画による緑化基準】

＜特色＞ ・重点まちづくり地区では、ほぼ全ての建築行為・開発行為に対し、「敷地面積の５％以上の

緑地を設け、それらを間口の 1/4 以上に配置するよう工夫する」と規定。

・その他市域では、大規模建築物等に対し、「敷地面積の３％以上の緑地を設け、それらを間

口の 1/5 以上に配置するよう工夫する」と基準を設定している。

事例① -6【石垣市　景観計画による緑化基準】

＜特色＞ ・「緑化や修景が施されている空間の確保」の基準を、農村・郊外系の地区で敷地面積の

40％ないし 50％以上、市街地で 20％以上と定めている。
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②緑量の算定手法

目指す緑の量を表す指標として、緑地率、緑被率、緑視率などが使われる。ただし、これらの具体的な定

義は一定ではない。

また同じ緑でも、高木と芝生では緑化効果が大きく異なる。さらに屋上緑化等、は植物の生長に制限があ

ることや将来の不確実性などから、地面の緑と同じ評価ができるとは限りません。

そのため、各主体により算定手法にも違いがみられます。

･ 緑地率 敷地面積に対する、植え込みや芝生地などの面積の占める割合
・緑被率 緑地面積に樹木の投影面積や壁面緑化面積などを加えた緑の面積の割合
・緑視率 正面から見た構図に占める緑の面積の割合

事例② -1　【名古屋市　都市緑地法による緑化地域制度】

＜特色＞ ・都市緑地法による緑化施設の面積の算出方法は、国土交通省令で定められている（都市緑

地法施行規則　第九条）。名古屋市の算出方法もこれに基づいている。

 ・緑被率の代表的な算出例といえる。

出典：「名古屋市緑化地域制度の概要」
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出典：「名古屋市緑化地域制度の概要」
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事例② -2　【芦屋市　景観ガイドラインにおける緑化基準】

＜特色＞ ・市全域を対象とする景観ガイドライン（自主条例による）において緑化基準を定めており、

緑化の位置や木の大きさによって評価ポイントを高くするという独自の算定方法を設けて

いる。

 ・（緑化面積＋高木本数）によって規定しており、理解しやすい。

第 1 種、第 2 種低層住居専用地域     30％
第 1 種、第 2 種中高層住居専用地域又は、第 1 種、第 2 種住居地域 20％
近隣商業地域及び商業地域で 5 戸以上の住戸を含む建築物の敷地
 （ただし、単身者用は 3 分の 1 を戸数とする。)    10％ 
上記で建築基準法による角地緩和を受ける場合は（敷地面積 - 建築面積）の 50％以上を緑化  
上記以外の近隣商業地域及び商業地域の敷地は緑化に努める。  

  
・ 敷地内の緑地はその位置により、次の算定基準で緑化面積を求める。 

1. 道路境界線から 3m 以内にある緑地は面積の 120％を緑化面積とする。
2. 隣地境界線から 3m 以内にある緑地は面積の 120％を緑化面積とする。
3. 良好な樹木や植生を有する等の 25㎡以上の既存樹木の集団のある緑地は面積の 120％を緑化面

積とする。
4. 消防用活動空地、窓先空地及びそれらへの通路等は 80％を緑化面積とする。
5. 駐車場等の緑化ブロック等による緑地は面積の 50％を緑化面積とする。
6. その他の緑地は面積の 100％を緑化面積とする。
7. 上記基準が重複する緑地は，低い数値を適用する。 

 
・ 幹回り 1.0m 以上（地上 1.5m における）の樹木、由緒ある樹木、及び良好な植生を有する 25㎡

以上の樹木の集団は保存する。
・ 緑地に植栽する樹木の基準は 10㎡当たり 6 本以上とし、うち最低 2 本は高木（3.5m 以上）とする。
・ 既存樹木で幹周 1m 以上の樹木又は植栽時 5．0m 以上の樹木は，上記算定における高木 1 本を

高木 2 本とみなす。 
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3) 屋外広告物の誘導事例

①県内の状況

県内における屋外広告物の誘導は、現在「沖縄県屋外広告物条例」に基づいて行われている。現行の屋外

広告物条例には、規模についての許可基準は具体的に定められているが、色彩についてはややあいまいな表

現であるため、指導しにくい状況となっている。

※沖縄県屋外広告物条例施行規則別表第 1　共通許可基準（３）

「広告物の色彩は、中間色を中心に色調を整えたものであること。また、地色においては、赤、黄色
その他　けばけばしい色の使用をできるだけ避けること。」

県内で景観計画を策定している景観行政団体も、現在のところ屋外広告物一般を対象にした定量的な基準

は定めていない。ただし那覇市は法的な位置づけではないものの、「那覇市都市デザインマニュアル（サイ

ン編）」を作成している。このデザインマニュアルでは県よりも厳しい基準を設けているが、色彩に関して

は抽象的な表現にとどまっている。

②屋外広告物の色彩誘導事例

全国においては、景観計画を機とした総合的な景観施策の作成や見直しが進む中で、屋外広告物について

もより踏み込んだ基準を設ける例が出てきている。

寺院や庭園などの文化財、名勝やランドマークなどにおいては、大切な風景を成り立たせていくために、

借景・背景になる景観の誘導が必要になってくる。とくに広告物は文化財等とかけ離れたデザインとなるこ

とも予想され、それらのコントロールが注目される。

一方、単に基準を厳しくするだけでなく、市民が広告物を評価できるシステムを導入したり、優れたデザ

インの広告物には特例を与える制度を創設するといった事例も見られる。
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事例 1　【東京都景観計画に基づく屋外広告物の規制】（H20.4）

＜特色＞	 ・景観計画に定める特別地区（借景が大切な文化財庭園、水辺）に関し、屋外広告物につ

いての基準を設けるもの。特別地区ではまず自家用広告等以外を禁止し、さらに高さ 20

ｍ以上における広告物に種類と色彩の制限をかけている。

	 ・色彩誘導内容は、高彩度色の使用面積の割合を制限するもの。

別表４ 屋外広告物の表示等の制限 （※一部地区を抜粋）

 文化財庭園等景観形成特別地区

１）表示等を制限する範囲（規制範囲）

景観形成特別地区の区域内で、かつ、地盤面から 

20m 以上の部分を規制範囲とする。

２）規制範囲内で表示できる屋外広告物 

次の広告物に限り、表示できる。ただし、表示等に当

たっては、下表に定める基準による。

・自家用広告物（自社名、ビル名、店名、商標の表

示など）

・公共公益目的の広告物

・非営利目的の広告物

区分 表示等の制限に関する事項

屋上設置の広告物 
□ 地盤面から 20 ｍ以上の部分では、建物の屋上に広告物を表示し、又は設

置しない。

建物壁面の広告物 □ 地盤面から 20 ｍ以上の部分では、広告物に光源を使用しない。

広告物の色彩 

□ 建物の壁面のうち、高さ20ｍ以上の部分を利用する自家用広告物の色彩は、
庭園景観と調和した低彩度を基本とし、一つの広告物の中で、その表示面
積の 1/3 を越えて使用できる色彩の彩度は次のとおり定める。

【色相】 　　　　　　　　【彩度】
0.1R ～ 10 R　　→　　５以下
0.1YR ～５ Y　　→ 　  ６以下
5.1Y ～ 10 G　　→　　４以下
0.1BG ～ 1 0B　→ 　　３以下
0.1PB ～ 1 0RP　→　　４以下

表示等の制限の例外 
□ 建物の背後にある広告物など、庭園内から見えない広告物は、本表に定め

る表示等の制限に関わらず、表示できる。

出典：東京都ホームページ
　右上図＝「10年後の東京」
　　　　　実行プログラム
その他＝「東京都景観計画に

基づく屋外広告物の
規制」
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事例 2　【熱海市屋外広告物条例】（2006）

＜特色＞	 ・景観計画を機に、新たに市独自の広告物条例を定め、総合的に屋外広告物の景観を見直

したもの。なお色に関しては地色の彩度を制限する方法を採っている。

出典：熱海市ホームページ
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事例 3　【小田原市色彩景観のてびき】（平成 18 年発行、20 年増補）

＜特色＞	 ・景観計画と連動した色彩ガイドラインを作成し、その一環として屋外広告物の色彩基準

を定めている。具体的基準は各「重点区域」において設定される。

	 ・地色の彩度について上限を定める手法を採っている。

	 ・重点区域においては、自動販売機の色を指定している（5Y7.5/1.5）。

（例）小田原城周辺地区の屋外広告物 ･日よけテントの色彩

事例 4　【神戸市眺望景観形成誘導基準（屋外広告物）】

＜特色＞	 ・港から六甲山を望む一帯の主要道路沿線に対し、屋外広告物の位置形態および色彩の基

準を定めている。眺望を重視し、高い部分の基準を特に厳しく設定している。

 位 置 、  形 態 色 彩

超高層部 (1) 高さ 100 ｍを超える部分には屋上広告物

の掲出等をしないこと。 

(2) 高さ 60 ｍを超える部分に掲出等をする

広告物は箱文字による表示とし、表示内容

は建物名、事業所名等に限ること。 

― 

屋上 (1)1 建物につき 1 個に集約すること。 

(2) 建物外壁面から外側へはみ出さず、見

かけ上、外壁を上方に延長した形態とする。

また、広告物等の脚部、骨組みその他の広

告物の表示面以外の構造物は、景観上支障

のないよう覆うこと。 

(3) 地上から高さ 20 ｍ以上の広告物は、屋

外広告物重点誘導路線に面しない面に表示

をしないこと。ただし、建物名、事業所名

等で壁面との調和に配慮されたものは除く。 

(1) 使用できる色彩は、 

0.1R ～ 10Y は、彩度 7 以下、0.1GY ～ 10G は、彩度 6 以下、

0.1BG ～ 10B は彩度 5 以下、0.1PB ～ 10RP は彩度 6 以下とする。

（別図 9 参照） 

ただし、可変表示式広告物の有彩色表示部分は、上記の基準

を超える彩度とみなす。 

また、下記のいずれかの広告物あるいは広告物の部分につい

ては適用しない。 

①掲出等の位置が、道路面からの高さ 10 ｍ以下の広告物。 

②掲出等の期間が 2 ヶ月未満の広告物。（ただし、1 つあるいは

複数の広告物を定期的に変更する場合は、上記基準に適合し

ない広告物の存する期間が年間 4 ヶ月未満の場合に限る。） 

③表示方法が箱文字のみによる広告物。 

④広告物の表示面積（複数の表示内容が集合した広告物について

は、それぞれの表示内容ごとの面積による。）の3割未満の部分。 

(2) 地上から高さ 20 ｍ以上の屋上広告物で使用できる色数は地

色を含めて 4 色以内とする。その場合、地色は外壁と同系色と

することが望ましい。 

色彩が連続的に変化する場合は、色相（基準色と中間色の 10 色）

ごとに最高彩度と最低彩度の 2 色とみなす。 

(3) 可変表示式広告物は、点滅、表示内容の変化等の速さを、緩

やかなものとすること。 

(4) 表示内容は、簡素化すること。 

壁面 (1) 取付壁面の正面方向から見た場合に、壁

面の範囲からはみ出さないこと。 

(2) 地上から高さ 20 ｍ以上の部分において

は、屋外広告物重点誘導路線に面しない壁

面に表示をしないこと。ただし、建物名、

事業所名等で壁面との調和に配慮されたも

のは除く。 

突出 (1)1 道路につき 1 個に集約すること。 

(2) 掲出位置は、取付け壁面の高さ以下とす

ること。 

地上 地上からの高さ 10 ｍ以下とすること。 ― 

小田原城がもつ歴史的･文化的イメージと調和した景観を形成するために、屋外広告物の地色（※）

及び日よけテントは、落ち着きと風格のある穏やかな色調を用いるよう誘導を図ります。

（※）文字以外の部分をさします。その面積の 1/3 以内の範囲内で用いる色彩には制限がありません。

対象部位 色相 明度 彩度

屋外広告物の地色

日よけテント

0.1R ～ 10R 制限なし 5以下とする

0.1YR ～ 5Y 制限なし 6以下とする

5.1Y ～ 10G、0.1PB ～ 10RP 制限なし 4以下とする

0.1BG ～ 10B 制限なし 3以下とする

小田原市ホームページより抜粋

出典：神戸市ホームページ
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４）市民が景観の判断に関与する事例

事例　【鳥取県　景観計画における「景観支障物件」申し立て制度】

＜特色＞	 ・1年以上にわたって特定の目的に使用されず、かつ適切に管理されなかったことで周辺

景観等に支障をおよぼしている物件について、周辺住民から知事に対して支障の除去の

ための措置を申し立てることができるとする。

５）都市景観に調和する広告物に対するインセンティブ制度の事例

事例　【京都市　優良屋外広告物支援制度】

＜特色＞	 ・景観計画で基準を厳しくする一方、優れた広告物にはインセンティブを与えるもの。
■優良屋外広告物表彰制度

2008 年に新設された制度で、京都の町並みに調和した優れたデザインや，京都の景観に配慮した独自のデ

ザインの屋外広告物を表彰するもの。表彰された広告物は、通常 3年の設置許可期間が 6年に延長される。

■優良屋外広告物補助金交付制度

商店街等の団体が一定のまとまった地域で，優良なデザインで良好な景観形成に寄与する屋外広告物を表示

する場合や，景観重要建造物・歴史的意匠建造物等に，建築物のデザインや周囲の景観と調和した屋外広告

物を設置する場合に，所有者等に対して設置費等の一部を助成する。	

■特例制度

基準に適合しない場合であっても，①良好な景観の形成に寄与する屋外広告物や，②公益，慣例によって必

要性が高く，景観上支障がないものについては，美観風致審議会の意見を聴いたうえで，許可すること

ができる制度。

出典：鳥取県ホームページ


